
 

 

 

地区住民より「歩道や田んぼ、住宅の敷地に犬のフ

ンが放置されている」という相談が多く寄せられて 

います。飼い犬のフンは、飼い主が責任をもって始末しま 

しょう。 

飼い犬のフンの始末は 

飼い主の最低限のマナーです❕ 
 

 

飼い犬の散歩をするときには、次のことを守りましょう。 

◎飼い犬を散歩させる際には、 

必ず犬のフンを取る用具を携帯しましょう。 

 

◎フンは必ず、持ち帰りましょう。 

 

◎放し飼いや、放し散歩はやめましょう。 

 

マナーを守って、飼い犬の散歩をするように 

ご協力お願いします。 

犬の飼い主の皆さまへ 

回 覧 

須賀川市役所 生活環境課 環境係 

    (電話)0248-88-9130 


